
◇
２
２
回
大
会
の
目
的

①
結
成
当
初
か
ら
民
主
・
公
正
・

効
率
的
な
国
土
交
通
行
政
の
確

立
や
６
級
昇
格
の
改
善
、
再
任

用
フ
ル
タ
イ
ム
の
拡
大
、
在
宅
に

よ
る
管
理
職
特
別
勤
務
手
当
支

給
な
ど
管
理
職
員
の
処
遇
改
善

を
進
め
て
き
た
。
こ
う
し
た
運

動
の
前
進
に
確
信
を
持
ち
、
定

年
延
長
な
ど
今
後
の
課
題
を
明

確
に
す
る
こ
と
。

②
お
か
し
い
こ
と
は「
お
か
し
い
」

と
言
え
る
職
場
の
確
立
や
パ
ワ

ハ
ラ
、
長
時
間
労
働
な
ど
の
職

場
環
境
の
改
善
、
さ
ら
に
増
員

要
求
を
実
現
し
て
い
く
方
針
を

確
立
す
る
こ
と
。

③
「
国
民
に
理
解
さ
れ
喜
ば
れ

る
公
共
事
業
」
の
執
行
の
た
め

に
業
務
内
容
や
執
行
体
制
の
在

り
方
を
議
論
し
、
方
針
を
確
立

す
る
こ
と
。

④
職
場
の
要
求
は
よ
り
切
実
さ

を
増
し
て
い
る
。
状
況
を
打
開

し
展
望
を
作
る
た
め
ユ
ニ
オ
ン

が
そ
の
先
頭
に
立
ち
期
待
に
応

え
て
い
く
こ
と
。
そ
の
保
障
と
な

る
組
織
を
大
き
く
す
る
意
思
統

一
を
は
か
る
こ
と
。

◇
私
た
ち
を
取
り
巻
く

情
勢
の
特
徴

安
倍
第
二
次
政
権
が
発
足
し

て
６
年
が
た
ち
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」

の
経
済
政
策
に
よ
り
、
実
質
賃

金
と
消
費
支
出
は
大
幅
に
減
額

と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
大
企
業

の
内
部
留
保
は
増
え
続
け
て
い

ま
す
。
ま
た
、
軍
事
費
は
毎
年

過
去
最
高
額
を
更
新
し
、
社
会

保
障
費
は
削
減
さ
れ
続
け
て
い

ま
す
。

職
場
を
取
り
巻
く
情
勢

２
０
１
９
年
度
の
予
算
定
員

は
国
土
交
通
省
全
体
で
は
初
め

て
３
２
名
の
純
増
な
っ
た
も
の
の

地
方
整
備
局
で
は
１
２
１
名
減

予算定員 削減数

2 0 1 4 (2 6 ) 5 9 ,0 5 4 1 9 ,9 3 2

2 0 1 5 (2 7 ) 5 8 ,8 1 5 1 ,2 5 9 1 ,0 2 0 -2 3 9 1 9 ,6 7 4 -2 5 8

2 0 1 6 (2 8 ) 5 8 ,5 7 3 1 ,2 8 9 1 ,0 4 7 -2 4 2 1 9 ,4 5 5 -2 1 9

2 0 1 7 (2 9 ) 5 8 ,4 8 3 1 ,2 3 0 1 ,0 3 6 -1 9 4 1 9 ,2 2 6 -2 2 9

2 0 1 8 (3 0 ) 5 8 ,4 0 8 1 ,2 9 0 1 ,2 1 5 -7 5 1 9 ,0 0 9 -2 1 7

2 0 1 9 (3 1 ) 5 8 ,4 9 3 1 ,2 5 5 1 ,2 8 7 3 2 1 8 ,8 8 8 -1 2 1

　　　　　　国土交通省　　定員削減の推移

年度 予算定員 定削数 増員
国交省
削減数

地整（港湾込み）

と
な
り
削
減
が
続
い
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
定
員
削
減
の
結
果
２

０
１
８
年
度
の
地
方
整
備
局
で

は
９
７
６
に
も
の
ぼ
る
事
務
所
、

出
張
所
係
長
等
の
空
き
ポ
ス
ト

が
発
生
し
、
全
国
の
５
地
整
で

「
係
長
や
担
当
者
が
い
な
い
、
ひ

と
り
出
張
所
長
」
が
３
９
ヶ
所
と

な
っ
て
い
ま
す
。
２
０
１
９
年
度

予
算
で
は
、
１
０
月
に
予
定
さ
れ

て
い
る
消
費
増
税
対
策
と
し
て

「
臨
時
・
特
別
の
措
置
」
も
行
わ

れ
、
補
正
予
算
の
執
行
と
併

せ
、
定
削
の
下
で
苦
慮
し
て
い
る

職
場
に
こ
れ
以
上
に「
無
理
」
な

業
務
執
行
が
押
し
付
け
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。

◇
２
０
１
８
年
度
人
事
院

勧
告
の
取
り
組
み

勧
告
は
、
月
例
給
、
一
時
金

と
も
に
５
年
連
続
で
プ
ラ
ス
と

な
っ
た
も
の
の
若
年
層
を
除
き

４
０
０
円
の
引
き
上
げ
と
な
り
、

現
給
保
障
の
廃
止
に
よ
り
賃
下

げ
と
な
っ
て
い
る
高
齢
層
や
無

年
金
に
置
か
れ
て
い
る
再
任
用

職
員
の
生
活
改
善
に
は
遠
く
及

ば
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

勧
告
と
同
時
に「
定
年
延
長

の
申
出
」
も
行
な
わ
れ
、
６
０
歳

時
の
約
６
０
％
の
賃
下
げ
や
役

職
定
年
制
の
導
入
な
ど
問
題
を

多
く
含
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い

ま
す
。

◇
増
員
要
求
運
動

「
ひ
と
り
出
張
所
」
の
解
消
、
予

算
定
員
と
実
定
員
の
差
、
テ
ッ

ク
フ
ォ
ー
ス
の
法
制
化
な
ど
に

よ
る
増
員
を
内
閣
人
事
局
や
国

土
交
通
省
に
要
求
し
て
き
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
地
方
整
備
局

で
は
昨
年
度
の
２
１
７
名
か
ら
１

２
１
名
の
純
減
に
留
ま
り
、
地
理

院
は
３
名
純
減
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
法
制
化
に
は
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
地
方
整
備

局
の
本
局
に
災
害
対
策
室
の
新

設
が
さ
れ
、
中
国
地
方
整
備
局

で
は
、
災
害
対
策
を
行
う
事
務

所
が
２
箇
所
設
置
さ
れ
て
い
ま

す
。

◇
管
理
職
特
別
勤
務
手
当

在
宅
勤
務
で
の
不
当
な
未
支

給
問
題
に
つ
い
て
、
近
畿
、
北
陸

支
部
で
は
、
人
事
院
に
行
政
措

置
要
求
を
行
い
、
近
畿
の
事
案

で
は「
支
給
対
象
」
と
判
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
人
事
院
の
判
定
で

は
、
本
省
当
局
が
人
事
院
が
定

め
る
支
給
要
件
以
外
の
要
件
を

持
ち
込
み
不
支
給
と
し
て
い
る

こ
と
を
否
定
し
、
本
事
案
と
同

様
な
勤
務
は
支
給
す
べ
き
と
し

て
い
ま
す
。

◇
管
理
職
ア
ン
ケ
ー
ト

７
月
か
ら
取
り
組
み
３
７
２
０

名
に
配
布
し
１
５
１
７
名
か
ら
集

約
し
ま
し
た
。
特
に
パ
ワ
ハ
ラ
を

「
現
在
も
受
け
て
い
る
」
人
が
３

３
名
お
り
、「
パ
ワ
ハ
ラ
を
周
り

で
見
た
こ
と
が
あ
る
」
人
が
４
５

６
名
も
い
ま
す
。
日
常
的
に
パ
ワ

ハ
ラ
が
起
こ
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

◇
フ
ル
タ
イ
ム
再

任
用
の
実
現

２
０
１
９
年
度
か
ら
フ
ル
タ
イ

ム
の
２
年
継
続
が
実
現
し
ま
し

た
。
ま
た
、
ユ
ニ
オ
ン
が
再
三
要

求
し
て
い
た
フ
ル
タ
イ
ム
の
定
員

の「
別
枠
」
に
つ
い
て
、「
高
齢
者

の
活
用
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｂ
推
進
の
た

め
の
専
門
員
」
及
び
「
高
齢
者
雇

用
推
進
の
た
め
の
専
門
員
」
と

し
て
、
別
枠
定
員
を
勝
ち
取
り

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
専
門

員
」
と
い
う
こ
と
か
ら
３
級
格
付

け
と
な
っ
て
い
ま
す
。

フ
ル
タ
イ
ム
の
大
幅
な
採
用
、

管
理
職
経
験
者
と
し
て
そ
の
職
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こ
れ
以
上
の
定
削
を
や
め
さ
せ
、
国
民
の
期
待

に
応
え
る
業
務
執
行
体
制
を
実
現
し
よ
う

！

国
土
交
通
省
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、
２
０
１
９
年
５
月
２
５
日

（
土
）
～
２
６
日
（
日
）
の
２
日
間
、
第
２
２
回
定
期
全
国
大
会
を
愛

知
県
豊
橋
市
に
お
い
て
開
催
し
ま
す
。

本
号
に
て
、
議
案
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

２０１８年度
運動の経過
と総括

業
務
執
行
改
善

等
の
取
り
組
み

大
会
議
案
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
号

６
０
歳
以
降

の
働
き
方



責
を
果
た
す
こ
と
か
ら
も
４
級

以
上
の
ポ
ス
ト
へ
の
採
用
、
通
勤

時
間
等
へ
の
配
慮
な
ど
、
フ
ル
タ

イ
ム
の
処
遇
改
善
は
定
年
延
長

の
制
度
設
計
と
相
ま
っ
て
、
ま
っ

た
な
し
の
課
題
と
し
て
引
き
続

き
改
善
を
追
及
し
て
い
き
ま

す
。

◇
定
年
延
長
の
課
題

昨
年
８
月
人
事
院
は
定
年
延

長
の「
意
見
の
申
出
」
を
行
い
ま

し
た
が
、
６
０
歳
時
の
約
６
０
％

の
賃
金
な
ど
政
府
の
総
人
件
費

抑
制
を
忠
実
に
実
行
し
、
同
時

に
定
年
延
長
と
引
き
換
え
に
昇

給
カ
ー
ブ
を
抑
え
る
な
ど
全
年

齢
層
に
わ
た
り
賃
金
抑
制
を
一

層
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
２

０
２
１
年
度
の
導
入
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
状
況

を
受
け
処
遇
低
下
の
な
い
定
年

延
長
を
要
求
し
て
署
名
活
動
に

取
り
組
ん
で
き
て
い
ま
す
。

◇
昇
格
改
善

ユ
ニ
オ
ン
は
誰
で
も
５
５
歳
ま

で
に
６
級
昇
格
、
当
面
定
年
退

職
２
年
前
ま
で
に
６
級
昇
格
で

き
る
よ
う
に
定
数
改
善
や
職
責

の
評
価
を
見
直
す
こ
と
を
要
求

し
て
い
ま
す
。

６
級
昇
格
で
は
、
課
長
定
退

１
．
５
年
前
、
出
張
所
長
１
年
前

に
発
令
さ
れ
て
い
ま
す
が
職
階

に
よ
る
格
差
を
設
け
る
た
め
に

４
月
に
発
令
せ
ず
定
数
を
余
ら

す
な
ど
定
数
を
有
効
に
活
用
し

て
い
な
い
実
態
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
５
級
昇
格
で
は
、
管
理

職
以
前
の
ポ
ス
ト
経
験
や
中
抜

き
発
令
を
行
う
な
ど
当
局
の
自

在
定
規
に
よ
る
発
令
と
な
っ
て

い
ま
す
。

地
理
院
の
地
方
測
量
部
の
評

価
に
つ
い
て
、
人
事
院
は
地
測
課

長
の
６
級
評
価
に
つ
い
て
は
否
定

を
し
て
お
ら
ず
、
組
織
の
位
置

づ
け
も
含
め
今
後
も
追
求
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

◇
建
設
産
業
の
仲
間
と
と

も
に私

た
ち
は
、
公
共
物
の
適
正

管
理
、
災
害
対
応
な
ど
の
役
割

を
建
設
産
業
の
仲
間
と
と
も
に

担
う
た
め
に
、「
入
契
法
」「
品
確

法
」
な
ど
の
適
正
な
体
制
を
確

保
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
の
た
め
建
設
政
策
研
究
所
、

生
公
連
運
動
に
結
集
し
て
い
ま

す
。

　2018年度　昇格発令結果

不明 その他 計
２４ヶ月前 １８ヶ月前 １５ヶ月前１２ヶ月前 小計 36月以前

事務所課長 57 16 73 1 74
出張所長 22 22 1 23
建設専門官（保全官） 0 2 2
事務所官ポスト 35 2 37 32 69
副所長 0 0
局・建設専門官 0 45 45
局・課長補佐 0 0

計 35 57 0 40 132 0 81 213

６　級　昇　格
役　職

定　年　退　職

◇
運
動
を
進
め
る
基
本

第
一
、
管
理
職
が
仕
事
と
生
活

に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
保
障
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
、
退
職
後
の
生
活
も
、
安

定
的
に
普
通
の
生
活
が
営
め
る

よ
う
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
、
仕
事
に
誇
り
を
持
ち
充

実
し
た
生
活
を
送
り
た
い
。

第
四
、
国
土
交
通
省
（
旧
建
設

省
）
と
公
共
事
業
が
、
国
民
に
と

っ
て
必
要
な
存
在
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
、
社
会
的
に
強
く
望

ま
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。

の
四
点
を
掲
げ
、
運
動
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

◇
国
民
の
期
待
に
応
え
る

事
業
執
行
を
目
指
し
て

業
務
執
行
の
改
善

業
務
発
注
・
業
務
執
行
体
制

の
改
善
を
図
る
た
め
、
特
に「
入

札
・
発
注
業
務
の
簡
素
化
」「
過

度
な
説
明
資
料
の
中
止
」「
調
査

物
の
見
直
し
」
の
取
り
組
み
を

強
化
し
ま
す
。

増
員
要
求
の
取
り
組
み

大
幅
な
定
員
削
減
は
、
欠
員

の
増
加
、
技
術
の
承
継
が
で
き

な
い
、
委
託
労
働
者
抜
き
で
は

業
務
が
執
行
で
き
な
い
状
況
を

生
み
出
し
て
い
ま
す
。

新
た
な
定
員
削
減
計
画
に
反
対

２
０
１
４
年
（
平
成
２
６
年
）
７

月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
平
成

２
７
年
度
か
ら
平
成
３
１
年
度

ま
で
の
定
員
合
理
化
目
標
数
に

つ
い
て
」
に
お
い
て
、「
次
期
（
２
０

２
０
年
度
か
ら
５
年
間
）
の
定
員

合
理
化
目
標
数
の
算
定
方
法
に

つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
見
直
し
を

行
う
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
２
０

１
９
年
７
月
に
閣
議
決
定
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
「
次
期
の
５
年
間
に

つ
い
て
の
合
理
化
目
標
数
」
に
向

け
た
取
り
組
み
を
強
化
し
ま

す
。内

閣
人
事
局
な
ど
の
査
定
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
基
づ
い
た
運
動
を

し
て
い
く
た
め
、
国
土
交
通
省

が
査
定
要
求
す
る
ま
で
に
局
長

・
本
省
交
渉
を
配
置
し
て
い
く
こ

と
と
し
ま
す
。
そ
の
た
め
①
ひ
と

り
出
張
所
の
解
消
②
空
き
ポ
ス

ト
の
解
消
③
予
算
定
員
と
実
定

員
の
差
の
解
消
④
技
術
事
務
所

に「
テ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ス
の
母
体
の

設
置
」
を
要
求
し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
た
め
、
職
場
内
の
他
の
労

働
組
合
と
も
共
同
の
運
動
を
追

求
し
て
い
く
と
と
も
に
職
場
の

支
持
を
背
景
に
国
会
請
願
、
地

方
請
願
行
動
な
ど
に
取
り
組
み

ま
す
。

◇
健
康
と
家
庭
を
守
る

業
務
執
行
体
制
確
立

公
平
で
民
主
的
な
行
政
を
職

場
か
ら
追
求
を
し
て
い
き
ま

す
。
そ
の
た
め
、
公
正
・
公
平
な

立
場
で
業
務
を
執
行
す
る
こ

と
、
お
か
し
い
も
の
は
「
お
か
し

い
」
と
言
え
る
職
場
、
汚
職
・
腐

敗
に
加
わ
ら
な
い
、
見
逃
さ
な

い
立
場
を
堅
持
し
て
い
き
ま

す
。ま

た
、｢

パ
ワ
ハ
ラ
撲
滅
の
ル

ー
ル
確
立｣

や
超
過
勤
務
の
上

限
規
制
、
テ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ス
の
超

過
勤
務
手
当
支
給
要
求
な
ど
を

追
求
し
て
い
き
ま
す
。

◇
超
過
勤
務
上
限
規
制

４
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る

上
限
規
制
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も

業
務
量
に
応
じ
た
要
員
が
確
保

さ
れ
て
い
な
い
職
場
に
お
い
て
、

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
強
化
、
業
務
の
削

減
・
合
理
化
な
ど
は
、
す
で
に
限

界
を
超
え
て
お
り
、
恒
常
的
に

長
時
間
の
超
過
勤
務
が
行
わ
れ

て
い
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

職
員
が
減
り
業
務
量
が
減
ら
な

い
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
落

と
せ
な
い
現
状
で
は
、
部
下
職

員
の
サ
ー
ビ
ス
残
業
が
懸
念
さ

れ
ま
す
。
超
過
勤
務
あ
り
き
の

業
務
執
行
体
制
の
現
状
を
変
え

る
た
め
に
は
職
員
の
大
幅
増
員

と
と
も
に
サ
ー
ビ
ス
残
業
禁
止

の
徹
底
や
業
務
執
行
改
善
を
迫

っ
て
い
き
ま
す
。

◇
６
０
歳
以
降
の
働

き
方
に
つ
い
て

定
年
後
、
年
金
支
給
ま
で
の

接
続
は
、
定
年
延
長
に
よ
る
こ

と
を
基
本
と
し
て
要
求
し
て
い

き
ま
す
。
総
人
件
費
抑
制
の
中

で
賃
金
引
き
上
げ
や
処
遇
の
低

下
を
伴
わ
な
い
よ
う
交
渉
等
で

要
求
し
て
い
く
と
と
も
に
引
き

続
き
希
望
者
の
フ
ル
タ
イ
ム
採

用
を
要
求
し
て
い
き
ま
す
。

◇
管
理
職
員
の
処
遇
改

善
に
つ
い
て

局
課
長
、
局
官
ポ
ス
ト
、
事

務
所
副
所
長
の
７
・
８
級
定
数
の

評
価
替
え
を
行
う
こ
と
や
５
、
６

級
の
中
抜
き
発
令
を
さ
せ
な
い

こ
と
。
ま
た
、
地
理
院
の「
特
別

な
機
関
」
と
し
て
の
格
付
け
を
明

確
に
す
る
と
同
時
に
、
地
方
測

量
部
課
長
の
６
級
定
数
を
確
保

･

拡
大
す
る
こ
と
等
「
誰
で
も
５

５
歳
ま
で
に
６
級
昇
格
。
多
く
の

７
級
昇
格
実
現
」
を
め
ざ
し
ま

す
。

◇
労
使
関
係
に
関
す

る
要
求

団
体
交
渉
は
７
月
、
１
２
月
期

の
年
２
回
の
開
催
を
求
め
ま

す
。
官
房
長
と
の
会
見
（
交
渉
）

は
時
間
を
拡
大
し
、
予
算
要
求

前
で
の
実
施
を
求
め
て
い
き
ま

す
。

３２２号（ 2 ） 国交管ユニオンニュース ２０１９年５月１６日

２０１９年度
運動方針（案）

重
点
要
求
と
運
動

大
会
で
は
、
管
理
職
員
の

処
遇
改
善
を
目
指
す

「
政
策
」
を
発
表
し
ま
す


